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　介護が必要になっ
ても住み慣れた自宅

で暮らす

ために、要支援、要
介護の認定を受けた

方は、住

宅改修費、福祉用具
購入費の給付が受け

られます。

住宅改修費の支給

▼転倒防止や移動、乗り移りをしやすくするた
めに、小規模な住宅の改修工事をする場合に支
給されます。

■該当する工事
①廊下、トイレ、浴室などに手すりを取り付ける
②居室、廊下、トイレ、浴室、玄関など各部屋
　との段差の解消
③畳からフローリングなどへの変更、階段や通
　路の材質の変更
④開き戸から引き戸などの扉の取り替え
⑤洋式便器などへの便器の取り替え　　
⑥①～⑤の改修にともなって必要となる工事

■支給上限額
・対象者１名につき工事費の上限額が 20 万円
で、自己負担額の１割、または２割（所得が一
定以上ある方）を引いた金額が支給されます。

■注意事項
・「工事を行う前」に必ず担当のケアマネジャー
をとおして健康福祉課介護保険係に申請を行
い、許可を得てください。

▼直接肌に触れる貸与出来ない特定福祉用具を
購入した場合に適用されます。

■該当する用具
①ポータブルトイレや和式便座から腰掛式に交
　換する腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽すのこなど
　の入浴補助用具
④居室で入浴するための 簡易浴槽
⑤貸与可能な移動用リフトの吊り具

■支給上限額
・１年間（４月から翌３月まで）に 10 万円を
限度額として、購入金額の１割、または２割（所
得が一定以上ある方）を引いた金額が支給され
ます。

■注意事項
・福祉用具販売事業所から購入した福祉用具の
みが対象になります。
・「購入前」に担当ケアマネジャーに相談をし
て購入してください。

福祉用具購入費の支給

▼▼ 問い合わせ　健康福祉課介護保険係　☎８６-０２１３

介護保険制度での
住宅改修・福祉用具購入について
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